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第1条による改正 

瑞穂町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 略 目次 略 

  

   第1章から第7章 略    第1章から第7章 略 

第8章 廃棄物処理手数料 第8章 廃棄物処理手数料 

(廃棄物処理手数料) (廃棄物処理手数料) 

第43条 略 第43条 略 

2 略 2 略 

3 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)

第243条の2第1項  の規定により廃棄物

処理手数料の収納を委託することができ

る。 

3 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令

第16号)第158条第1項の規定により廃棄物

処理手数料の収納を委託することができ

る。 

第44条から第45条 略 第44条から第45条 略 

   第9章から第12章 略    第9章から第12章 略 

  

別表(第43条関係) 別表(第43条関係) 

種

別 

取扱区分 手数料 

略 略 略 

し

尿 

略 略 

(3)下水道法(昭和33年

法律第79号    

    )第2条第8号

に規定する処理区域

であって、同法第9条

に基づき公示され、下

水の処理を開始すべ

き日から3年を経過し

た建物に居住してい

る一般世帯 

1人1月につき

 500円 

略 略 略 
 

種

別 

取扱区分 手数料 

略 略 略 

し

尿 

略 略 

(3)下水道法(昭和33年

法律第79号。以下「法」

という。)第2条第8号

に規定する処理区域

であって、同法第9条

に基づき公示され、下

水の処理を開始すべ

き日から3年を経過し

た建物に居住してい

る一般世帯 

1人1月につき

 500円 

略 略 略 
 

備考 略 備考 略 
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附 則 

 

この条例は、令和6年4月1日から施行する。  

  

 

 

 

 


